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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
七
号

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
ハ
及
び
第
四

号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
提
供
し
よ
う
と
す
る
技
術
が
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年

政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
お
い
て
定
め
る
核

兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

名

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
二
ハ
及
び
第
四

号
ハ
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
提
供
し
よ
う
と
す
る
技
術
が
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令

第
三
百
七
十
八
号
。
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
令
第
四
条
第
一
項
第
一

号
イ
に
お
い
て
定
め
る
核
兵
器
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
発
、
製
造
又
は
使
用
（
以
下
単
に
「
開
発

等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
取
引
に
関
す
る
契
約
書
若
し
く
は
取
引
を
行
お
う
と

す
る
者
が
入
手
し
た
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
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識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
単
に
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
当
該
技
術
が
同
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
開
発
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
旨
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て

い
る
と
き
、
又
は
取
引
を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
当
該
技
術
が
同
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
開
発
等
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
旨
当
該
取
引
の
相
手
方
若
し
く
は
当
該
技
術
を
利
用
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
か
ら
連
絡
を
受
け
た
と
き
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
技
術
を
用
い
て
開
発
等
さ
れ
る
別
表
に
掲
げ
る
貨
物
が
産
業
、
娯
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
狩
猟
又
は
救
命
の
用
に
供
さ

れ
る
旨
が
文
書
等
に
記
載
さ
れ
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
取
引
を
行
お
う
と
す
る
者
が
同
表
に
掲
げ

る
貨
物
が
こ
れ
ら
の
用
に
供
さ
れ
る
旨
当
該
取
引
の
相
手
方
若
し
く
は
当
該
技
術
を
利
用
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人

か
ら
連
絡
を
受
け
て
い
る
場
合

二

日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
平
成
八
年
条
約
第
四
号
）
に
基
づ
き
、
自
衛
隊
が
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
軍
隊
に
対
し
て
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

三

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
四
条
の
三
に
基
づ
く
在
外
邦
人
等
の
輸
送
（
同
活
動
に
付
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随
し
て
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を

含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

四

自
衛
隊
法
第
百
条
の
五
に
基
づ
く
国
賓
等
の
輸
送
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実

施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

五

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
づ
く
国
際
緊
急
援
助
活
動
（
同

活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め

に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

六

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
基
づ
く
国
際
平
和
協

力
業
務
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に

供
す
る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

七

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
一
号
）
に

基
づ
く
補
給
支
援
活
動
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事
前
の
訓
練
を
含

む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合
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八

イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
対
応
措
置
（
同
活
動
に
付
随
し
て
防
衛
省
設
置
法
第
四
条
第
九
号
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
事

前
の
訓
練
を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
た
め
に
役
務
の
提
供
を
行
う
場
合

別
表一

銃
砲
若
し
く
は
こ
れ
に
用
い
る
銃
砲
弾
（
発
光
又
は
発
煙
の
た
め
に
用
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

の
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品

１

空
気
銃
、
散
弾
銃
、
ラ
イ
フ
ル
銃
若
し
く
は
火
縄
式
銃
砲
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
用
い
る
銃
砲
弾

２

救
命
銃
、
も
り
銃
若
し
く
は
リ
ベ
ッ
ト
銃
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
産
業
用
銃
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
用
い
る
銃
砲

弾

二

産
業
用
の
発
破
器

三

産
業
用
の
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
又
は
こ
れ
ら
の
火
工
品


